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音楽会
NPO法人 あいネットワーク大分

―  障がいのある人も  ない人も  ―
Vol9

年2017 2 19月 日日 開場13時   開演14時

大分県大分市高砂町2-33　ＯＡＳＩＳひろば21　

（全席自由）

出演者　大分市民合唱団ウイステリア・コール／大分中学校・大分高等学校吹奏楽部
　　　　JOY倶楽部ミュージックアンサンブル

●チケット取扱い／NPO法人あいネットワーク大分・博愛会各事業所・トキハ会館３階プレイガイド

入場料 500円

チケット
好評販売中 !!

音楽会への思い
私たちの日々の楽しみのひとつに音楽がありま

す。音楽といっても様々なジャンルがありますが、
私たちは音楽には年齢、性別、国籍、あるいは障
がいの有無を超えて心を通わせることができる力
があると思っています。

今の社会では、障がいのある人たちが設備の
整った文化ホール等での鑑賞、または演奏をする
ことは、その障がいの特性によっては難しく、時
には本人が遠慮してしまうことがあります。この
ため、あいネットワーク大分では、障がいのある
人もない人も障がいという垣根を超えてできる限
り上質な音楽を一緒にそして自由に楽しむことに
より、お互いの理解、交流を深めることを目的と
して毎年音楽会を開催しています。

また、この音楽会は県内外で活躍している方々
の演奏とともに、障がいのある人たちの音楽活動
の発表の場としても活用していただいています。

会場では、ご来場の皆様も楽しさや喜びを感じ
た時はぜひ自由に表現してください。小さなお子
様とご一緒の方には親子鑑賞室を、また車椅子席
もできる限りご用意して、皆様のご来場をお待ち
しております。

　
平
成
28
年
５
月
22
日
（
土
）
に
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分
会
議
室
に

お
い
て
理
事
会
お
よ
び
総
会
を
開
き
ま
し
た
。
平
成
27
年
の
決
算

報
告
、
決
算
監
査
報
告
、
平
成
28
年
事
業
計
画
、
事
業
予
算
に
つ

い
て
の
議
論
を
行
い
ま
し
た
。

平
成
28･

29
年
度
の
新
理
事･

監
事
が
決
ま
り
ま
し
た

理  事  長 園田　重延
副理事長 大地　正一

辻野　里行
理　　事 堀江　一弘

衛藤　敏夫
佐賀　泰子
幸　　英人
清田　信夫
金井　　泉
石井　章道
野口香代子

監　　事 黒田　茂穂
後藤治一郎

顧　　問 高熊　　博
橋本　忠敬

ご相談や心配事
などありましたら

『あいネット事務局』
までお気軽に
ご連絡ください｡
※秘密厳守

顧問弁護士

三井 嘉雄
先生による個別法律
相談(相談無料)を随時
受け付けています｡

法律相談
※あいネット事業利用契約者のみ

中
央
競
馬
馬
主
社
会
福
祉

財
団
様
よ
り
公
用
車
の
助

成
を
受
け
ま
し
た
!!

助成金額：950,000円

「
あ
い
ネ
ッ
ト
日
記
」

　

昨
年
８
月
よ
り
『
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ

い
』
に
週
４
日
看
護
師
と
し
て
勤
務
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
早
く
気
軽
に
な
ん

で
も
相
談
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
信
頼
関
係

を
築
い
て
、
入
所
者
の
皆
様
が
健
康
で
安
心

し
て
過
ご
せ
る
環
境
づ
く
り
の
お
手
伝
い
が

で
き
た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
分

　

職
員　

安
東  

直
子

昨
年
10
月
18
・
19
の
両
日
福
岡

に
お
い
て
大
会
が
開
か
れ
、
厚
生

労
働
省
の
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
中
の
特
筆
す
べ
き
点
を
報
告

い
た
し
ま
す
。

一
、
凄
惨
な
相
模
原
の
殺
傷
事

件
を
受
け
、
施
設
の
防
犯
対
策
費

と
し
て
１
１
８
億
円
を
今
年
の
補

正
予
算
に
計
上
し
て
い
ま
す
。

二
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
相

当
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
介
護
保
険
に

あ
る
場
合
は
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
が
優
先
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
で

利
用
者
の
一
割
負
担
が
生
じ
る

が
、
一
旦
介
護
保
険
で
支
払
っ
た

後
に
そ
の
分
を
障
害
福
祉
の
方
で

戻
す
仕
組
み
を
法
律
で
規
定
し
、

平
成
30
年
か
ら
施
行
す
る
。

三
、
65
歳
以
上
で
介
護
保
険
を

適
用
さ
れ
た
場
合
は
、
介
護
保
険
事

業
所
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
る
が
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
所
が
介
護
保
険
事
業
所
に
な
り

易
く
す
る
。
こ
の
こ
と
で
利
用
す

る
人
は
馴
染
み
の
事
業
所
で
引
き

続
き
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
障
害
者
支
援
施
設
へ
入
所

し
て
い
る
人
は
、
介
護
保
険
適
用

除
外
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
介
護

保
険
へ
の
移
行
は
な
い
が
、「
今

は
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
が
今
後
は

ど
う
な
る
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
」

と
の
こ
と
で
近
い
将
来
適
用
除

外
を
外
さ
れ
る
可
能
性
が
非
常
に

高
い
と
思
い
ま
す
。
併
せ
て
、
介

護
保
険
へ
移
行
す
る
場
合
は
、
介

護
認
定
を
受
け
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、「
障
害
支
援
区
分
６
」
の
人

が
「
介
護
区
分
２
」
位
で
、
給
付

費
で
比
べ
る
と
１
／
２
程
度
に
激

減
す
る
と
全
施
連
で
は
考
え
て
い

ま
す
が
、
こ
の
辺
り
に
つ
い
て
一

切
コ
メ
ン
ト
が
無
い
こ
と
に
大
き

な
不
安
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

五
、
報
酬
改
定
、
次
回
報
酬
改

定
は
平
成
30
年
で
す
。
こ
の
年
は

診
療
報
酬
（
医
療
）、
介
護
報
酬
、

障
害
福
祉
報
酬
が
６
年
に
１
回
の

同
時
改
定
に
な
り
、
非
常
に
厳
し

い
現
状
で
す
。

以
上
、
明
る
い
見
通
し
は
立
ち

ま
せ
ん
、
全
施
連
活
動
を
さ
ら
に

盛
り
上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
と
痛

感
し
ま
し
た
。

「
第
12
回
全
国
知
的
障
害
者
施
設
家
族
会
連
合
会

全
国
大
会 

福
岡
」を
踏
ま
え
て

大
分
県
知
的
障
害
者
施
設
家
族
会
連
合
会（
全
施
連
大
分
支
部
）

会
長  

上
園  

哲
郎

　

今
年
度
５
月
の
総
会
に
お
き
ま

し
て
、「
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
分
」

の
理
事
長
に
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

責
任
の
重
大
さ
を
感
じ
つ
つ

も
、
お
引
き
受
け
し
た
以
上
は
、

博
愛
会
の
皆
様
や
会
員
の
皆
様
の

ご
協
力
や
ご
支
援
を
い
た
だ
き
な

が
ら
「
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大

分
」
の
存
在
価
値
を
更
に
高
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
あ
い
ネ
ッ
ト
」
は
、
立
ち
上
げ

か
ら
今
年
15
年
目
に
入
り
、
施
設

利
用
者
、
保
護
者
共
に
高
齢
化
が

進
む
中
、
昨
年
も
「
成
年
後
見
制

度
」
の
研
修
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

一
昨
年
の
概
論
を
主
と
し
た
研

修
か
ら
昨
年
は
、
更
に
踏
み
込

ん
で
、
詳
細
な
具
体
例
を
示
し

な
が
ら
留
意
点
や
、
各
種
申
請

書
の
書
き
方
、
費
用
面
に
至
る

ま
で
、
丁
寧
な
説
明
を
受
け
ま

し
た
。
今
後
も
、
皆
様
の
要
望

に
耳
を
傾
け
な
が
ら
実
効
性
の

あ
る
内
容
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
あ
い
ネ
ッ
ト
」
も
、
こ
れ
ま

で
取
り
組
ん
で
き
た
事
業
活
動
に

つ
い
て
見
直
し
を
行
い
、
現
状
に

合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
に
な
っ
て
い
る

か
再
検
討
を
進
め
る
中
で
、
質
や

量
に
つ
い
て
改
善
を
加
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

更
に
は
将
来
に
向
け
て
、
安
定

し
た
サ
ー
ビ
ス
を
継
続
し
て
い
く

た
め
に
も
「
あ
い
ネ
ッ
ト
」
自
体

の
経
済
的
な
基
盤
を
盤
石
な
も
の

に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
、
無

駄
を
省
き
業
務
の
幅
を
広
げ
て
い

く
こ
と
に
加
え
、
新
し
い
業
務
の

開
拓
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
悩
み
を
抱
え
込
む
こ
と
な

く
、
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
気
軽

に
「
あ
い
ネ
ッ
ト
」
に
ご
相
談
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
併
せ

て
「
あ
い
ネ
ッ
ト
」
に
対
す
る
要

望
や
苦
情
も
遠
慮
な
く
お
伝
え
く

だ
さ
い
。
皆
様
が
頼
り
に
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、「
あ
い
ネ
ッ
ト
」
は

大
き
く
成
長
し
、
逞
し
い
法
人
に

な
っ
て
い
く
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
皆
様
の
心
の
よ

り
ど
こ
ろ
に
な
れ
る
よ
う
、
努
力

し
て
ま
い
り
ま
す
。

15
年
目
の「
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
分
」

皆
様
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
た
い
。

あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
分
理
事
長

園
田  

重
延

新
任

あ
い
さ
つ

新しい職員が

 増えました！



2017（平成 29）年 1月 5日 Vol.16

Q 
成
年
後
見
制
度
っ
て
何
で
す
か
？

A
十
分
な
判
断
能
力
が
な
い
人
の
権
利

や
財
産
を
守
り
、
保
護
す
る
た
め
の

援
助
者
を
選
ぶ
制
度
で
す
。
家
庭
裁
判
所(

以

下
、
家
裁
、
裁
判
所
と
表
示)

や
市
町
村
の
窓

口
、
法
律
事
務
所
、
あ
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
大
分

（
※
あ
い
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
事
業
利
用
契
約
者

の
み
と
な
り
ま
す
）
な
ど
に
行
っ
て
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

Q 
申
立
て
が
で
き
る
人
は
？ 

必
要
な
書

類
は
？

A 
申
立
て
が
で
き
る
の
は
本
人
、
配
偶

者
、
４
親
等
内
の
親
族
、
市
区
町
村

長
等
で
す
。
必
要
な
書
類
は
戸
籍
謄
本
、
住
民

票
、
登
記
事
項
証
明
書
、
診
断
書
等
で
す
。
診

断
書
は
主
治
医
に
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。
た
い

て
い
の
場
合
、
鑑
定
も
主
治
医
に
お
願
い
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
通
常
は
1
回
の
受
診
で
書

い
て
く
れ
ま
す
。

Q 
費
用
は
幾
ら
？ 

誰
が
負
担
す
る
の
で

す
か
？

A 
申
立
て
時
に
印
紙
代
等
1
～

1
万
５
０
０
０
円
程
度
。
鑑
定
を
行

う
場
合
は
5
～
10
万
円
程
度
で
概
ね
10
万
円
以

内
で
収
ま
り
ま
す
。
し
か
し
弁
護
士
等
に
依
頼

す
る
場
合
は
20
万
円
程
度
か
か
り
ま
す
。
弁
護

士
費
用
は
申
立
て
を
す
る
人
の
負
担
と
な
り
ま

す
。
裁
判
所
に
納
め
る
費
用
は
利
用
者
本
人
の

た
め
の
支
出
な
の
で
、
裁
判
所
で
認
め
ら
れ
れ

ば
、
後
日
、
利
用
者
本
人
の
口
座
か
ら
支
出
で

き
ま
す
。

Q 
申
立
て
は
ど
こ
に
？
「
申
立
書
」
の

書
き
方
は
？

A 
申
立
て
は
利
用
者
本
人
の
住
所
を
管

轄
す
る
家
裁
に
し
ま
す
。
申
立
書
は

簡
単
に
書
け
ま
す
し
不
明
な
点
は
裁
判
所
が
聞

き
取
り
を
し
て
く
れ
ま
す
。

　

後
見
人
に
は
、
適
当
な
親
族
が
い
な
い
場
合

は
裁
判
所
か
ら
社
会
福
祉
士
や
弁
護
士
、
司
法

書
士
等
の
団
体
に
依
頼 

→ 

団
体
か
ら
の
推
薦

を
受
け
た
人 

→ 

裁
判
所
が
後
見
人
と
し
て
選

任
。
こ
の
間
４
ヶ
月
程
度
か
か
り
ま
す
が
、
鑑

定
が
不
要
の
場
合
は
１
～
２
ヶ
月
程
度
で
す
。

Q 
「
申
立
事
情
説
明
書
」
や
「
後
見
人
等

候
補
者
事
情
説
明
書
」
の
書
き
方
は
？

A 
「
申
立･･･

」
は
30
分
も
あ
れ
ば
一
気

に
書
け
ま
す
。「
後
見
人･･･

」
は
必

要
な
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
だ
け
で
す
。
そ
の

中
に
後
見
人
の
収
入
を
問
う
項
目
が
あ
り
ま
す

が
、
お
よ
そ
の
金
額
を
書
い
て
お
け
ば
良
い
で

す
。
ま
た
「
今
後
の
方
針
」
と
い
う
項
目
に
は

裁
判
所
に
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
自
分

の
言
葉
で
書
い
て
く
だ
さ
い
。

Q 
こ
れ
ら
の
書
類
一
式
を
揃
え
て
裁
判

所
に
提
出
す
れ
ば
良
い
の
で
す
ね
。

A 
裁
判
所
は
す
ぐ
に
は
受
け
付
け
て
く

れ
ま
せ
ん
。（
弁
護
士
で
あ
る
）
自

分
た
ち
で
さ
え
１
，
２
回
は
出
し
直
し
ま
す
の

で
、
皆
さ
ん
は
３
，
４
回
は
覚
悟
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。
そ
の
後
、
裁
判
所
か
ら
「
◯
月

◯
日
に
来
て
く
だ
さ
い
」
と
呼
び
出
さ
れ
細
か

く
聞
か
れ
る
た
め
書
類
に
詳
し
く
書
か
な
く
て

良
い
と
い
う
訳
で
す
。
そ
し
て
「
後
見
人
の
希

望
」
を
聞
か
れ
る
の
で
親
族
か
専
門
職
か
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。

Q 
親
族
の
場
合
、
断
わ
ら
れ
る
ケ
ー
ス

は
あ
り
ま
す
か
？

A 
後
見
人
が
70
代
後
半
～
80
代
だ
と
高

齢
を
理
由
に
断
わ
ら
れ
ま
す
。
ま
た

被
後
見
人
に
１
０
０
０
万
円
以
上
の
預
貯
金
が

あ
る
場
合
、
過
去
、
後
見
人
に
よ
る
使
い
込
み

が
非
常
に
多
く
発
生
し
た
た
め
断
わ
ら
れ
ま

す
。
そ
の
場
合
は
信
託
銀
行
に
『
後
見
制
度
支

援
信
託
』
に
基
づ
い
て
預
け
、
銀
行
が
金
銭
を

管
理
し
、
後
見
人
が
自
由
に
使
え
る
金
額
が

１
０
０
～
２
０
０
万
円
程
度
で
あ
れ
ば
家
族
が

後
見
人
に
な
る
こ
と
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。

Q 
「
財
産
目
録
」
の
書
き
方
は
？

A 
不
動
産
、
預
貯
金
、
現
金
、
保
険
、

有
価
証
券
、
貸
金
、
負
債
を
書
き
込

む
だ
け
で
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

Q 
「
収
支
状
況
報
告
書
」
の
書
き
方
は
？

A 
「
収
支
状
況
報
告
書
」
は
特
に
大
事
な

書
類
で
す
。
月
々
プ
ラ
ス
に
な
る
か

マ
イ
ナ
ス
に
な
る
か
。
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
、
足

り
な
い
分
を
誰
が
負
担
す
る
か
？
介
護
保
険
等

と
違
っ
て
国
や
自
治
体
か
ら
お
金
が
出
な
い
た

め
、
後
見
人
の
費
用
は
全
部
本
人
が
負
担
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

Q 
「
成
年
後
見
人
制
度
」
は
お
金
が
な

い
人
が
利
用
で
き
な
い
制
度
な
の
で

し
ょ
う
か
？ 

A 
残
念
な
が
ら
、
そ
う
い
う
面
も
な
き

に
し
も
あ
ら
ず
で
、
年
金
だ
け
じ
ゃ

足
り
ず
親
族
が
補
充
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
す
が
、
完
全
な
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
後
見
人
を
引
き
受
け
て
い
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

Q 
「
同
意
書
」
や
「
家
系
図
」
に
つ
い
て

は
？

A 
申
立
時
に
「
同
意
書
」
を
も
れ
な
く

添
付
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

こ
れ
は
親
族
全
員
、
異
論
が
な
い
こ
と
を
裁
判

所
に
知
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
重
要
で
、
こ
れ

が
あ
れ
ば
比
較
的
手
続
き
が
速
や
か
に
進
行
し

ま
す
。
同
時
に
簡
単
に
「
家
系
図
」
を
書
い
て

裁
判
所
に
提
出
し
ま
す
。

Q 
他
に
添
付
し
た
方
が
良
い
書
類
は
あ

り
ま
す
か
？ 

A 
「
財
産
目
録
」
や
「
収
支
状
況
報
告

書
」
を
裏
付
け
る
証
拠
書
類
。
通
帳
、

不
動
産
登
記
簿
、
年
金
額
が
分
か
る
書
類
、
保

険
証
券
、
施
設
の
領
収
書
、
病
院
の
領
収
書
等

で
す
。

Q 
後
見
人
は
何
が
で
き
ま
す
か
？

A 
財
産
管
理
が
で
き
ま
す
。
預
貯
金
は

窓
口
で
自
分
の
お
金
と
し
て
正
式
に

出
し
入
れ
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
口
座
名
義

は
「
大
分
太
郎
成
年
後
見
人　

大
分
三
郎
」
と

な
り
、
伝
票
に
は
「
大
分
太
郎
成
年
後
見
人　

大
分
三
郎
」
印
（
後
見
人
で
あ
る
三
郎
の
印
）

を
押
せ
ば
Ｏ
Ｋ
で
す
。　
　
　

Q 
被
後
見
人
が
病
気
に
な
っ
た
場
合
等
、

緊
急
時
の
対
応
は
？

A 
施
設
側
が
入
院
等
、
適
切
に
対
応
は

し
て
く
れ
ま
す
が
、
真
っ
先
に
連
絡

が
あ
る
の
は
後
見
人
で
す
。
し
か
し
、
ド
ク

タ
ー
か
ら
病
状
の
説
明
を
受
け
た
り
、
手
術
す

る
か
否
か
な
ど
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
な
ど
権
限

外
の
こ
と
に
対
し
て
は
親
族
と
相
談
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

Q 
ド
ク
タ
ー
は
ど
ん
な
対
応
を
し
て
く

れ
る
も
の
で
す
か
？

A 
す
ぐ
親
族
と
連
絡
が
取
れ
な
い
場
合
、

最
後
は
医
療
チ
ー
ム
側
で
判
断
し
て

も
ら
う
し
か
な
い
で
す
。
現
状
で
は
本
人
の
希

望
に
添
っ
た
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
も
延
命

処
置
を
す
る
場
合
が
多
い
で
す
。
そ
の
後
、
連

絡
が
つ
い
た
後
は
入
院
の
手
続
き
関
係
は
後
見

人
、
ド
ク
タ
ー
か
ら
治
療
方
針
等
を
聞
く
の
は

親
族
と
な
り
ま
す
。

Q 
親
が
後
見
人
に
な
っ
た
後
、
認
知
症

に
な
っ
た
り
、
亡
く
な
っ
た
り
し
た

場
合
、
そ
の
後
の
後
見
人
の
選
任
は
？

A 
後
見
人
に
選
任
さ
れ
た
後
、
年
に
一

度
は
裁
判
所
に
資
料
を
出
さ
な
く
て

は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
出
せ
な
く
な
っ
た
ら
「
お

か
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
の
方

か
ら
後
見
人
の
交
代
を
促
し
、
相
応
し
い
親
族

が
い
な
い
場
合
は
専
門
職
に
依
頼
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
逆
に
親
族
側
か
ら
後
見
人
の
交
代

を
申
し
出
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

 

Q 
親
か
ら
子
へ
後
見
人
を
交
代
す
る
場

合
も
同
じ
書
類
を
提
出
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
す
か
？

A 
後
見
人
は
裁
判
所
が
辞
任
の
許
可
を

出
さ
な
い
限
り
、
勝
手
に
辞
め
る
訳

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
必
要
書
類
を
揃
え
た
上

で
、「
高
齢
の
た
め
息
子
（
娘
）
の
◯
◯
に
引

継
ぎ
た
い
」
と
理
由
を
明
確
に
書
け
ば
手
続
き

は
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
。

Q 
現
在
、
自
分
が
後
見
人
だ
が
（
自
分

の
）
死
後
が
心
配
な
の
で
並
行
し
て

息
子
も
後
見
人
と
し
て
立
て
ら
れ
ま
す
か
？

A 
後
見
人
と
し
て
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に

な
る
た
め
、
そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
。

Q 
後
見
人
の
報
酬
は
幾
ら
位
か
か
り
ま

す
か
？

A 
公
表
さ
れ
て
い
な
い
た
め
明
確
な
金

額
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
被
後
見
人

の
「
財
産
目
録
」
や
「
収
支
状
況
報
告
書
」
の

収
支
を
見
て
裁
判
所
が
決
定
し
ま
す
。
多
く
は

月
に
１
～
２
万
円
、
高
く
て
も
３
万
円
程
度
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
仮
に
５
０
０
０
円
し
か
払
え

な
い
場
合
は
５
０
０
０
円
に
な
り
ま
す
。
た
だ

面
会
す
る
た
め
の
公
共
交
通
機
関
の
運
賃
や
ガ

ソ
リ
ン
代
等
は
本
人
の
預
貯
金
か
ら
出
す
こ
と

は
で
き
ま
す
。

Q 
後
見
人
を
司
法
書
士
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
に
交
代
の
申
し
出
を
す
る
際
、「
後

見
人
の
費
用
を
安
く
上
げ
る
た
め
」
と
い
う
理

由
は
認
め
ら
れ
ま
す
か
？

A 
認
め
ら
れ
ま
す
が
、
司
法
書
士
に
は
交

代
し
て
ほ
し
い
事
情
を
き
ち
ん
と
説
明

し
納
得
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
の
司
法
書
士
か
ら
後
見
人
が
辞
任･

交

代
の
申
出
を
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Q 
被
後
見
人
が
亡
く
な
っ
た
ら
、
財
産
は

ど
う
な
る
の
で
す
か
？
お
世
話
に
な
っ

た
施
設
に
寄
付
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

A 
財
産
は
そ
の
人
の
法
定
相
続
人
が
相

続
し
ま
す
。
た
と
え
世
話
を
し
て
い

よ
う
が
、
い
ま
い
が
、
法
律
に
従
う
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。
但
し
遺
言
が
あ
れ
ば
別
で
す
。
全
く

身
寄
り
が
な
い
場
合
は
国
庫
に
い
く
こ
と
に
な

り
、
施
設
に
い
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
第
２
回
成
年
後
見
制
度
研
修
会
』を
開
き
ま
し
た
!!

　
昨
年
11
月
24
日
、
多
数
の
保
護
者
の
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
『
第
2
回
成
年
後
見
制
度
研

修
会
』
を
開
き
ま
し
た
。
今
回
は
「
弁
護
士
法
人
大
分
あ
お
ば
法
律
事
務
所
」
の
弁
護
士
で
社

会
福
祉
士
で
も
あ
る
田
中
利
武
先
生
を
お
招
き
し
て
「
成
年
後
見
制
度
と
そ
の
利
用
」
と
題
し

て
、
後
見
人
制
度
の
概
要
や
課
題
、
申
立
て
手
続
き
の
具
体
的
な
方
法
等
に
つ
い
て
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。
紙
面
で
は
昨
年
の
お
さ
ら
い
も
含
め
て
質
疑
応
答
（
Ｑ
＆
Ａ
）
に
し
て
い
ま
す

の
で
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

田中利武弁護士

2月21日(日)
あいネットワーク大分音楽会vol.8開催

「演奏者も観客も一緒になって楽しみま
した」

3月19日(土)　理事会
5月22日(日)　理事会　総会

「新しく園田理事長が選任されました」
7月24日(日)
地区懇談会 おでかけ相談会
豊肥地区･県南地区 開催

8月21日(日)
地区懇談会 おでかけ相談会
別府地区･久大地区 開催
9月25日(日)
地区懇談会 おでかけ相談会
大分地区･県北地区 開催
10月6日(木)
三井弁護士による個別法律相談会
10月24日(月)　避難訓練実施

「消火器の取扱いなどを教えてもらい
ました」

11月3日(祝)　供養塔慰霊祭

11月24日(木)
第2回成年後見制度研修会 開催
11月27日(日)
ファミリー交流会 開催

「食べたり話したり楽しい一日でした」

プレイバック2016


